
平成 20 年度  標津町の人事行政の運営状況について 
 
Ⅰ  職員の任免及び職員数に関する状況 

 
（１）職員の採用及び退職者の状況 

（平成 19 年度中途・平成 20 年 4 月 1 日付採用／平成 19 年度退職者） 

（単位：人） 

退  職 
区    分 採 用 

定年 勧奨 普通 死亡 合計 

一  般  職 10 ７ １ 5 １ 14 

 内技能労務職  ２    0 

  ※  採用の内訳：事務職 1 名、図書館司書 1 名、保育士 2 名、保健師 1 名、管理栄養士 1 名 

                  臨床検査技師 1 名、看護師 3 名 

 
（２）部門別職員数の状況と増減理由（各年４月１日）               

     （単位：人） 

職  員  数 
部門 区    分 

平成 19 年 平成 20 年 
主な増減 

議会 ３ ３  

総務 ２６ ２３ 退職 3 名減  機構改革に伴う 1 名減  定住促進業務推進 1 名増 

税務 ５ ６ 徴収業務推進 1 名増 

労働    

農林水産 １４ １３ 退職 1 名減 

商工 ４ ４  

土木 ９ １０ 退職 1 名減  機構改革に伴う 2 名増 

民生 ２２ ２０ 退職 3 名減  採用 2 名増  機構改革に伴う 1 名減 

衛生 １３ １４ 採用 2 名増  機構改革に伴う 1 名増 

一般 

行政 

小計 ９６ ９３  

教育 ２４ ２３ 退職 4 名減  採用 2 名増  部署異動による 1 名増 特別 

行政 小計 ２４ ２３  

水道事業 ３ ４ 部署異動１名増 

下水道事業 ４ ３ 部署異動１名減 

病院事業 ２６ ２８ 退職 2 名減  採用 4 名増 

国保事業 ２ ２  

介護事業 ６ ５ 機構改革に伴う 1 名減 

その他 ４ ３ 機構改革に伴う 1 名減 

その他 

小計 ４５ ４５  

合計 １６５ １６１  

 

 



 
（３）一般行政職の級別職員数の状況（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

（単位：人／％） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

標準的な 

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 

係長 

主査 

主任 

主幹 

係長 

 

課長 

参事 

主幹 

課長 

 

 

 

職員数 9 11 23 31 16 5 95 

構成比 9.5 11.6 24.2 32.6 16.8 5.3 100 

 
（4）一般行政職の年齢別職員数の状況（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

（単位：人／％） 

年齢区分 18~23 歳 24~29 歳 30~35 歳 36~39 歳 40~45 歳 46~49 歳 50~55 歳 56~60 歳 計 

職員数 5 7 19 7 11 17 17 12 95 

構成比 5.3 7.4 20 7.4 11.6 17.9 17.9 12.5 100 

 

 
Ⅱ  職員の給与の状況 

 
（１）人件費の状況（一般会計決算） 

                                                 

区分 
住民基本台帳 

人口（年度末） 

決算額 

    Ａ 
実質収支 

人件費 

    Ｂ 

人件費比率 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

18 年度の 

人件費比率 

19 年度 
H20.3.31 

5,851 人 

千円 

 

千円 

 

千円 

920,613 

％ 

 

％ 

18.5 

                                                           
（２）職員給与費の状況（一般会計予算） 

 

職員給与費 

区分 

 
職員数 

   Ａ 
給  料 

B 

職員手当 

C 

共済費 計 

      

 
一人当たり給与費 

(Ｂ+C)／Ａ 

20 年度 
人 

112 

千円 

432,984 

千円 

217,255 

千円 

218,625 

千円 

868,864 

円 

5,805,705 

※  職員手当は、扶養、通勤、住居手当、期末勤勉手当等で、退職手当は含まず。 

 

 

 

 

 



 
（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 20 年４月１日現在） 

 

一般行政職 技能労務職 
区分 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般

会計 

円 

328,631 

円 

369,590 

歳 

43.0 

円 

302,500 

円 

320,520 

歳 

49.06 

※「平均給料月額」は、20 年４月１日現在における基本給の平均で、「平均給与月額」は、給料月額と毎

月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したもの。  

 
（４）職員の初任給の状況（平成 20 年４月１日現在） 

 

区    分 決定初任給 採用２年経過日給料額 

大学卒 １７２，２００円 １８４，２００円 

短大卒 １４９，８００円 １６０，２００円 一般行政職 

高校卒 １４０，１００円 １４８，５００円 

 
（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 20 年４月１日現在） 

 

区    分 10 年以上～15 年未満 15 年以上～20 年未満 20 年以上～25 年未満 

大学卒 ２６４，５１６円 ３０９，５５０円 ３４７，１００円 

短大卒 ２５６，４６６円 ２８６，３３３円 ３２７，７００円 一般行政職 

高校卒 ２２２，５６２円 ２８１，７５７円 ３２７，２８５円 

 
（６）職員手当の状況（平成 20 年４月１日現在） 

 

区  分 内           容 
国の制度

との異同 

国の制度と異なる

内容 

扶養手当 

配偶者 13,000 円、配偶者以外１人 6,500 円 

(配偶者が無い場合の 1 人目 11,000 円) 

15 才から 22 までの子 1 人 5,000 円加算 

同  

住居手当 

・借家月額 11,000 円以上を超える家賃を支払って

いる場合、家賃額に応じ 28,000 円を限度 

・持家 5,000 円 

異 

・借家月額 12,000 円

を超える場合 

・持家月額 2,500 円 

通勤手当 

・通勤距離が片道 2km 以上の自動車等使用者 

5km 未満            3,000 円 

5km ～10km 未満    4,500 円 

10km～14km 未満    6,600 円 

14km～18km 未満    8,900 円 

18km～             11,300 円 

異 

通勤距離区分 

13 区分 

2,000 円～24,500 円 



区  分 内           容 
国の制度

との異同 

国の制度と異なる

内容 

管理職手当 

・会計管理者等、町長が指定する課長職 35,000 円 

・課長、参事職                      30,000 円 

・主幹職                            20,000 円 

異 定額 

寒冷地手当 
・世帯区分により 11～3 月まで支給 

10,340 円～26,380 円 異 級地区分 

 

区  分 標  津  町 国 

（20 年度支給割合） （20 年度支給割合） 

管理職 期末手当 勤勉手当 一般職 期末手当 勤勉手当 

6 月分 1.2 月分 0.85 月分 ６月分 1.4 月分 0.75 月分 

12 月分 1.4 月分 0.85 月分 12 月分 1.6 月分 0.75 月分 

    計 2.6 月分 1.7 月分 計 3.0 月分 1.5 月分 

一般職 期末手当 勤勉手当 年間支給率            4.5 月分 

6 月分 1.4 月分 0.65 月分 

12 月分 1.6 月分 0.65 月分 

    計 3.0 月分 1.3 月分 

年間支給率(一般・管理職  4.3 月分) 

期末手当 

勤勉手当 

※ 加算措置の状況～適用なし 

※ 平成 19 年 4 月 1 日より勤勉手当 

を 0.2 月分独自削減 

※  加算措置の状況 

職務上の段階、職務の級等による加

算措置 

・ 役職加算    5～20％ 

・ 管理職加算 10～25％ 

※  勤勉手当は勤務実績により支給

率が異なる(上記率は平均支給月数) 

支給率 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 21.00 月分 27.30 月分 

勤続 25 年 33.75 月分 42.12 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 
退職手当 

その他の加算措置 

・ 定年前早期退職措置 

（2～10％加算） 

町・国ともに同率 

ただし、その他の加算措置の定年前

早期退職措置（2～20％加算） 

 

区    分 全職種 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ０．６２％ 

支給職員１人当たり平均支給月額 1,385,000 円 

手当の種類（手当数） ２ 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

診療手当 病院に勤務する医師 月額 700,000 円以内 

特殊勤務手当 

（平成 19 年度） 

医学研究手当 病院に勤務する医師 月額 700,000 円以内 



支給総額 １４，６６７千円 
１９年度 

職員１人当たり支給年額 １２０千円 

支給総額 １６，９２５千円 

時間外勤務手当 

(一般会計職員) 
１８年度 

職員１人当たり支給年額 １３７千円 

 
（７）特別職の報酬等の状況（平成 20 年４月１日） 

区    分 給 料 月 額 等 

給料 

町      長 

副  町  長 

教  育  長 

８４６，８００円 （当分の間    ７４５，０００円） 

６７７，７００円 （   〃       ６１０，０００円） 

６１０，４００円 （   〃       ５６２，０００円） 

報酬 

議      長 

副  議  長 

議      員 

２９５，８００円  

２３７，４００円  

１８７，０００円  

町      長 

副  町  長 

教  育  長 

６月期    １．８５月分 

１２月期    １．９０月分 

期末手当 
議      長 

副  議  長 

議      員 

６月期      １．７月分 

１２月期    ２．０５月分 

退職手当 

 
町      長 

副  町  長 

教  育  長 

（算定方式） 

給料月額×5.313 月×４年 

給料月額×3.355 月×４年 

給料月額×2.973 月×４年 

（支給時期） 

任期毎 

任期毎 

任期毎 

 
（８）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

①  定員適正化目標 

本計画は、平成１５年９月の長期財政推計及び平成１８年７月の標津町ふるさと新生プランにおいて、

町が人件費を支弁している全ての職員（役場、病院、消防などの職員）数から、定年退職者分の人員を補

充しないことにより１０年間で５０人を削減するとして推計された職員数。これによる職員の削減率は２

７．１％。 

②定員適正化計画の年次別進捗状況の推移                                      （単位：人） 

区    分 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

推計職員数 （Ａ） 221 217 212 210 208 198 191 181 176 171 

実職員数   （Ｂ） 221 214 205 198 193 188 183 175 170 165 

推計との差（Ｂ－Ａ）  ▲3 ▲7 ▲12 ▲15 ▲10 ▲8 ▲6 ▲6 ▲6 

定年退職者数    2 9 5 8 5 5 8 

上記の内、資格職員     2 1 2 1  1 

※ 実職員数欄は、平成 20 年度までは実職員数を記載し、平成 21 年度以降は、定年退職者分の人員を補

充しないこととして推計した数。 



Ⅲ  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 
（１）勤務時間の状況 

１週間の労働時間 ４０時間（１日につき８時間） 

月曜日から金曜日までの割り振り 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

週休日勤務の場合 振替休暇による代休措置 

時差出勤の場合 各課所内において調整 

※  保育所等の勤務場所では、異なる労働形態。 

 
（２）休暇等の状況 

年次休暇 暦年２０日（残日数２０日を限度として繰越） 

病気休暇 
９０日間、ただし結核等町長が特に必要と認める場合については、１

年以内の期間とする。 

特別休暇 

親族の死亡（配偶者１０日・父母７日・子５日ほか） 

結婚６日以内、配偶者の出産、子の看護休暇５日以内 

出産（産前８週間・産後８週間）、等 

 
（３）職員の年次有給の取得状況（平成 19 年１月１日～平成 19 年１２月３１日） 

総取得日数（ａ） 全体対象職員数（ｂ） 平均使用日数（ａ）／（ｂ） 

１，２２０日 １６３人 ７．5 日 

 
Ⅳ  職員の分限及び懲戒処分の状況 

 
（１）平成 19 年度の処分状況 

分限処分 ※ 懲戒処分 ※ 

降任 免職 休職 計 戒告 減給 停職 計 
失職 

   0 人    人     人 ０人 0 人 

※  分限処分とは、公務能力の維持を目的に職員に対してされる処分で、制裁的なものではありません。 

※  懲戒処分とは、職員の義務違反に対して責任を問い、秩序の維持を図るための制裁的な処分です。 

 
Ⅴ  服務規律の指導に関する取組 

 
服務規律の指導に関する取組 

平成１７年９月１日に標津町職員服務規程を制定し、町民全体の奉仕者としての職責を再度自覚させ、

地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従うよう職員に指導。 

 

 

 

 

 



 
Ⅵ  職員の研修の状況 

 
（１）平成 19 年度職員研修の状況 

町村会主催 道主催 町主催 

新採者研修 初級研修 中級研修 専門研修 各種研修 
その他研修 合計 

３ 0 人 2 人 5 人 １０９人 6 人 １２５人 

 
Ⅶ  職員の福祉及び利益の保護の状況 

 
（１）職員の厚生福利の実施状況（平成 19 年度） 

事  業  名 事  業  概  要 

総合健康診断 
４０歳以上は毎年、３０歳以上３９歳以下の職員は隔年で行

う総合検診で９８名が受診。 

定期健康診断 
総合健康診断の対象外の職員について、毎年度行い２９名が

受診。 

メンタルヘルス研修会 
全職員を対象に、精神健康管理を主題に研修会を開催し、４

０名が受講。 

 
（２）公務災害等の状況 

 

平成 19 年度認定状況 
区  分 

平成 19 年度 

申 請 件 数 公務上 公務外 計 

平成 19 年度末 

未 認 定 件 数 

公務災害 0 件   0 件 0 件 

 
 
Ⅷ  公平委員会に係る業務の状況 
 

平成 19 年度、勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申立てについては、該当あ

りません。 


